
介護保険法（平成 9年法律第 123 号）

（特例居宅介護サービス費の支給）

第四十二条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サ

ービス費を支給する。

一 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得

ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

二 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサ

ービス（指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準及

び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事

業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる

事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当居宅サービス」と

いう。）を受けた場合において、必要があると認めるとき。

三 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の

地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保

険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当

するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

四 その他政令で定めるとき。

（以下 略）

（特例居宅介護サービス計画費の支給）

第四十七条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サ

ービス計画費を支給する。

一 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサ

ービス（指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数及

び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、厚生労働省

令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号

において「基準該当居宅介護支援」という。）を受けた場合において、必要があると認め

るとき。

二 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の

地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保

険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当

するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

三 その他政令で定めるとき。

（以下 略）



（特例介護予防サービス費の支給）

第五十四条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サ

ービス費を支給する。

一 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得

ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相

当するサービス（指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の厚生労働省

令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介

護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを

満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該

当介護予防サービス」という。）を受けた場合において、必要があると認めるとき。

三 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難である離島

その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要

支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サ

ービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

四 その他政令で定めるとき。

（以下 略）

（指定居宅サービスの事業の基準）

第七十四条

（中略）

４ 指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をした

ときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該

事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービ

スの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居

宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜

の提供を行わなければならない。

（変更の届出等）

第七十五条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚

生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業

を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県

知事に届け出なければならない。

２ 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようと

するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない



（指定居宅介護支援の事業の基準）

第八十一条

（中略）

４ 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をした

ときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該

事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービ

スの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指

定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなら

ない。

（変更の届出等）

第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚

生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業

を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県

知事に届け出なければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようと

するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

（指定介護予防サービスの事業の基準）

第百十五条の四

（中略）

４ 指定介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出を

したときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であっ

て、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに相

当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供される

よう、指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡

調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

（変更の届出等）

第百十五条の五 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地

その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サ

ービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その

旨を都道府県知事に届け出なければならない。

２ 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月

前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


